
デジタルハリウッド大学学費等納入規則 

 

制定 平成２２年３月１０日 

改定 令和 ５年９月２９日 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、次の各号に列記する規則の規定に基づき、デジタルハリウッド大

学の学部における入学検定料、入学金、授業料及びその他の手数料について納入期限、

納入額、身分異動に伴う学費等の取扱い、その他必要な事項について定める。 

 ⑴ デジタルハリウッド大学学則第４５条、第４６条及び第４７条 

 ⑵ デジタルハリウッド大学学位規則第１５条第２項 

 （入学検定料） 

第２条 入学検定料等の内訳及び金額については、別表１に定める額とする。 

２ 指定校推薦入試については、検定料を徴収しないものとする。 

 （学費） 

第３条 入学金及び授業料等の内訳及び金額については、別表２に定める額とする。 

２ 学費の減免及び免除については、入学時には入試委員会の審査に基づき当該金額お

よび期間を決定する。入学後は、年度ごとの審査により当該金額を決定する。ただし、

本学の定める基準に満たない場合は当該減免及び免除を停止することがある。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、別表２に掲げる額を超え

ない範囲でこれを変更することができる。 

 （科目履修生の検定料、聴講生選考料、入学金及び授業料等の額） 

第４条 科目等履修生の検定料、聴講生の選考料、入学金及び授業料等については別表

３に定める額とする。 

 （学費の納入期限） 

第５条 新入学、編入学の学生及び科目等履修生、聴講生は、入学の手続きの際、各募

集要項及び入学手続き案内に定める期日までに当該年度の学費を納入しなければな

らない。 

２ 前項の学生を除く在学生は４月３０日までに該当学年の学費を納入しなければな

らない。ただし、納入期限日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。 

 （学費の分納） 

第６条 学費は、次のとおり分納することができる。 

分納前期分 前期授業料、運営費、演習費 

分納後期分 後期授業料 

２ 前項の規定に基づき分納をする場合の分納後期分の納入期限は、９月３０日までと

する。 

（学費の延納） 

第７条 特別な事情により第５条及び第６条に定める期日までに学費の納入が困難な

者は、その期限日までに所定の様式により、学費の延納を願い出ることができる。 

２ 前項の規定により延納の許可を得た者の学費延納期限日は、前期分６月３０日、後

期分１１月３０日とする。 

（学費の特別分納） 

第８条 特別な事情により第７条に定める期日までに学費の納入が困難な者は、別に定

める期限日までに所定の様式により、原則として年４回又は１２回、卒業判定を受け

る年度においては、１０回の特別分納を願い出ることができる。 

２ 前項の規定により特別分納の許可を得た者の学費特別分納期限日は、別に定めると

ころとする。 

３ 天災、火災、その他の災害等の事由による場合は、学費を免除又は猶予する場合が

ある。 

 （学費の返還） 

第９条 既に納入した学費及び手数料は、これを返還しない。ただし、学則第４７条の



規定を含め、次の各号に該当する場合は、これを返還する。 

 ⑴ 入学許可を得た者で、指定の期日までに入学の取り消し願いを届け出た者につい

ては、入学金又はこれに相当する金額を除く学費 

 ⑵ 次年度の学費を在学年度以前に納入後、当該在学年度中に退学、除籍、又は放学

された者の既納次年度学費 

 ⑶ 後期授業料を納入後、前期中に退学、除籍又は放学された者の後期授業料 

 ⑷ 休学者の既納学費に余剰が生じた場合 

２ 前項の規定にかかわらず、退学、除籍、放学にあった者の在学していた当該期分の

授業料は、これを返戻しない。 

（休学時の学費等） 

第１０条 休学を希望する者は、休学願出時に休学期間中の学費を納入しなければなら

ない。 

２ 休学期間中の学費は以下を免除する。 

⑴ ２０１４年度以前に入学した学生 別表２に掲げる授業料 

⑵ ２０１５年度以降に入学した学生 別表２に掲げる授業料、演習費 

３ 前項の規定にかかわらず、兵役が理由の休学の場合、休学期間中の学費は全て免除

する。 

（退学時の学費等） 

第１１条 退学を希望する者は、退学願出時に在籍期間中の学費の全額を納入済としな

ければならない。 

（留学諸費用） 

第１２条 学生が、協定又は認定する外国の大学に留学を希望する際の学費及び留学諸

費用は学費納入案内、及びその他費用の案内に定められた額とし、同じく定められた

期日までに納入しなくてはならない。 

（再試験料） 

第１３条 再試験料は別表４に定める額とし、別に定める期日までに納入しなくてはな

らない。 

（手数料） 

第１４条 各種証明書発行等の手数料は、その都度納入しなければならない。なお、そ

の種類及び額は別表５に定める額とする。 

（留年者の学費等） 

第１５条 留年者の学費は、別表６に定める額とする。 

（再入学） 

第１６条 再入学の検定料および入学金は、別表 7 に定める額とする。 

２ 再入学者の授業料、運営費、演習費は別表２に定める額とする。 

（学費未納者） 

第１７条 学費を定められた期日を越えても納入しない場合は、学則第４１条の規定に

基づき除籍する。 

 （その他） 

第１８条 この規則に定めるものの他、学長が必要と認める事項については、必要な都

度学生に告知する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行に伴い、デジタルハリウッド大学における検定料、入学金及び授業

料等の費用に関する規則は廃止する。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 



この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表１ 選抜方式別の検定料の額 

区分 金額 

検定料（注 1）  

 

総合型選抜 30,000 円 

総合型選抜【特待生選考】 30,000 円 

一般選抜（大学入学共通テスト利用方式） 15,000 円 

一般選抜（Ａ方式、Ｂ方式） 30,000 円 

（外国人留学生）日本国内選抜 30,000 円 

（外国人留学生）日本国外選抜 20,000 円 

3 年次編・転入学選抜 30,000 円 

注１：学校推薦型選抜については、検定料を徴収しないものとする。 

 

別表２ 入学金及び授業料等の額 

 ２０１２年度以前に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

入学金 250,000 円   

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 98,000 円 98,000 円  

演習費 98,000 円 98,000 円  

 

    ２０１３年度および２０１４年度に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

入学金 250,000 円   

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 118,000 円 118,000 円  

演習費 118,000 円 118,000 円  

 

  



２０１５年度以降、２０１９年度迄に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

入学金 250,000 円   

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 149,000 円 149,000 円  

演習費 149,000 円 149,000 円  

 

２０２０年度以降、２０２３年度迄に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

入学金 250,000 円   

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 180,000 円 180,000 円  

演習費 180,000 円 180,000 円  

 

２０２４年度以降に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

入学金 250,000 円   

授業料 1,040,000 円 520,000 円 520,000 円 

運営費 190,000 円 190,000 円  

演習費 190,000 円 190,000 円  

 

別表３ 科目等履修生及び聴講生の検定料、入学金及び授業料等の額 

区 分 科目等履修生 聴講生 

検定料 10,000 円  

選考料  10,000 円 

入学金 100,000 円  

授業料（1 単位） 36,000 円  

聴講料（1 単位）  18,000 円 

 

  



別表４ 再試験料 

種 類 金額 

再試験（1 科目につき） 2,000 円 

卒業再試験（1 単位につき） 5,000 円 

 

別表５ 手数料等 

種 類 金額 

在学証明書 300 円 

在学証明書(英文) 300 円 

在籍証明書 300 円 

在籍証明書(英文) 300 円 

在学期間証明書 300 円 

在学期間証明書(英文) 300 円 

在留期間更新書類 300 円 

成績証明書 300 円 

成績証明書(英文) 300 円 

卒業見込証明書 300 円 

卒業見込証明書(英文) 300 円 

卒業証明書 300 円 

卒業証明書(英文) 300 円 

健康診断証明書 800 円 

健康診断証明書(英文) 3,500 円 

学費納付証明書 500 円 

学費納付証明書(英文) 500 円 

出席率証明書 300 円 

英文推薦書（留学用） 3,000 円 

学生証の再発行 4,000 円 

通学定期乗車券発行控 300 円 

学位記の再交付 10,000 円 

外国人留学生 特定活動ビザ 推薦状発行手数料 15,000 円 

 



別表６ 留年者の学費 

 ２０１２年度以前に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

前期で 

修了する者 

授業料 490,000 円   

運営費 98,000 円   

演習費 98,000 円   

後期で 

修了する者 

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 98,000 円 98,000 円  

演習費 98,000 円 98,000 円  

 

２０１３年度および２０１４年度に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

前期で 

修了する者 

授業料 490,000 円   

運営費 118,000 円   

演習費 118,000 円   

後期で 

修了する者 

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 118,000 円 118,000 円  

演習費 118,000 円 118,000 円  

 

２０１５年度以降、２０１９年度迄に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

前期で 

修了する者 

授業料 490,000 円   

運営費 149,000 円   

演習費 149,000 円   

後期で 

修了する者 

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 149,000 円 149,000 円  

演習費 149,000 円 149,000 円  

 

  



２０２０年度以降、２０２３年度迄に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

前期で 

修了する者 

授業料 490,000 円   

運営費 180,000 円   

演習費 180,000 円   

後期で 

修了する者 

授業料 980,000 円 490,000 円 490,000 円 

運営費 180,000 円 180,000 円  

演習費 180,000 円 180,000 円  

 

２０２４年度以降に入学した学生 

区 分 金 額 
学費分納の場合 

前 期 後 期 

前期で 

修了する者 

授業料 520,000 円   

運営費 190,000 円   

演習費 190,000 円   

後期で 

修了する者 

授業料 1,040,000 円 520,000 円 520,000 円 

運営費 190,000 円 190,000 円  

演習費 190,000 円 190,000 円  

 

別表７ 再入学に関する費用 

区分 金額 

検定料 10,000 円 

入学金 250,000 円 

 


